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大阪都構想について 歯科口腔保健条例の制定 乳幼児医療費助成制度の対象年齢を
拡充し、所得制限をなくす　　　　

地域基幹病院の二次・三次歯科医療
提供体制整備のための財政援助　　

国保料・介護保険料引き下げのため
の財政援助　　　　　　　　　　　
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薦

反対 その他 賛成 その他 その他
しっかりと大阪を前に進めていくた
めに再び制度論を行うことは許され
ない。大阪の成長・発展のために必
要なことは、対立と混乱をくり返さ
ないことであり、「大阪会議」にお
いて大阪全体の課題について議論し
ていく。

昨年４月に「大阪府歯科口腔保健計
画」を策定し、歯科口腔保健の向上
にむけ、実効性を確保しているとこ
ろ。条例よりもキメ細かい内容にな
っており、本計画において市町村や
関係機関と連携を図っていくことが
重要と考える。

平成27年１月に交付金の在り方につ
いて府と市の役割を見直し、予算拡
充したところ。今後も社会全体の子
育て支援策の底上げについて支援し
ていきたいと考える。

未定 平成30年からの都道府県への保険者
移行に伴い、市町村とともに保険料
のあり方について検討を進めている
ところ。また、介護保険について
は、市町村との役割分担を適切に行
い、あらゆる施策を通じて、個人の
健康づくりを推進し、介護保険制度
を安定させることが重要と考える。
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阪
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賛成 その他 その他 その他 その他
大阪の広域の一元化と住民自治の充
実を考える上で、現在の府と市がバ
ラバラな行政状態では、大阪は決し
て豊かにならない。府と市の二重行
政を解消するためには統治機構を変
える大阪都構想が必要。

大阪府は健康寿命をはじめとする様
々な健康指標が全国と比較して低
く、これらを改善するうえでも、歯
と口の健康づくりの推進はとても重
要。国が策定した「歯科口腔保健の
推進に関する基本的事項」をもと
に、「大阪府歯科口腔保健計画」で
推進していく。

乳幼児医療費助成制度には、医療の
セーフティーネットと子育て支援の
両方の側面があるが、府と市町村の
役割分担として、府はセーフティー
ネット部分の基準の設定を行い、対
象年齢拡充・所得制限撤廃について
は子育て支援の側面であり、基本は
市町村に行ってもらうものの、市町
村への働きかけは積極的に行い、対
象年齢拡充・所得制限撤廃を進めて
いく。

地域医療介護総合確保基金や医療連
携パスを通じて、体制整備に取り組
む。

国保制度改革法案に基づいて、市町
村とともに国民健康保険財政運営を
おこなう。府内市町村の国民健康保
険赤字計画をたて、累積赤字の解消
に取り組む。併せて、府民の主体的
な健康づくりを支援するため、「健
康寿命延伸プロジェクト」に新たな
予算を取り、府民の健康増進を図る
ことで、医療給付費・介護給付費の
削減に繋げて、国民健康保険料や介
護保険料にも良い影響を与えていき
たい。

大阪都構想について 歯科口腔保健条例の制定
こども医療費助成制度の対象
年齢を拡充し、所得制限をな
くす　　　　　　　　　　　

国保料・介護保険料引き下げ
のための財政援助を強める　

生活保護の「通院医療機関等
を確認する制度」は受診抑制
にならないよう見直す　　　

敬老パスの利用負担は見直す
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反対 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成
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大
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賛成 その他 その他 その他 その他 その他
広域の一元化と住民自治を図
る上で、現状の大阪府・大阪
市のバラバラな行政状態では
大阪府は決して豊かにならな
い。広域インフラの整備と二
重行政を解消し、豊かな大阪
を実現するためにも、大阪都
構想は有力な方法の一つだと
考える。

他に類をみない後期高齢化社
会の到来により、医療費の増
大が懸念されているが、医療
費を抑える為にも健康寿命を
延ばすことが必要で、歯と口
腔の機能を生涯維持すること
は質の高い生活を営むために
も大変有益だと考える。

大阪市は、平成27年度11月診
療分から、所得制限額を児童
手当と同額まで緩和するとと
もに、小学校修了の12歳まで
の間は所得制限がなくなる改
正を行ったところである。所
得制限はあるが、対象年齢も
中学校修了の15歳までと大幅
拡充されたところであり、当
面は改正後の状況を見守りた
い。

国保料や介護保険料の経済的
負担を、個人の所得に関係な
く引き下げることには違和感
を覚える。所得に応じての応
能負担を求めるところは求
め、すべての世代に公平な保
険料設定を検討する。

必要性に応じて複数受診も選
択できる制度となっており、
受診抑制に繋がらないと考え
る。それよりもまず、医療扶
助を適正に実施することが重
要。

敬老パスの制度に関わらず全
ての制度は時代時代に応じて
見直すべきだと思う。ただ、
敬老パスもタダではなく、大
阪市が交通局に毎年100億近
い税金を投入している事業を
踏まえて判断しなければなら
ない。50円負担をお願いする
ことでその分財源に余裕が出
来、その財源を現役世代に投
資することにより、大阪を今
よりも豊かにすることが出来
ると考える。
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その他 賛成 その他 その他 その他 反対
市長と行政区長を経験した立
場からは、都構想（特別区）
は中途半端な自治体であり、
市民に聞かれればお勧めしな
い。道州制を目指すなら都構
想は寄り道であり、基礎自治
体を強化する点では地方分権
に逆行し、縮小・解体するべ
きは大阪府の方だ。（抜粋）

口腔衛生の大切さを市民に認
識してもらい、行政や医療の
役割を明記することは大変結
構なこと。

対象年齢の拡大は異論ない
が、一定の所得制限は必要と
考える。

保険制度の長期的持続という
点からは財政支援のための税
金投入に頼らないのが原則で
ある。むしろ、健康で長生き
できるよう市民の健康管理・
未病指導・介護予防の活動を
充実させることに力点を置く
のが行政の対応としては望ま
しいと考える。

通院している医療機関を確認
する仕組み自体は必要であ
り、それが即、受診抑制にな
るとは思わない。ただし、顕
著な問題が内包されていると
すれば改善する姿勢があるの
は言うまでもない。

敬老パスは最低限度の受益者
負担であり、改正後まだ間も
ない現段階で再度見直すこと
は高齢者に混乱を来たす。敬
老パスという個々の給付の話
ではなく、高齢者の健康・医
療・福祉の観点から総合的メ
ニューの中で位置づけを考え
るべきだ。
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反対 その他 その他 賛成 その他 その他
大阪三刀流政策を実現させま
す。

内容次第です。 対象年齢は拡充させたいもの
の、所得制限は〝なくす〟の
は要検討と考えます。

介護保険での負担は減らした
いです。

現状の確認を職員、利用者と
確認してから判断します。

80歳以上は無料といった風
に、年齢が上がるにつれて割
引額をＵＰさせます。


